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全
国
市
議
会
議
長
会
は
６
月
１９
日
、
全
国
か
ら

市
議
会
議
長
ら
関
係
者
約
１
４
０
０
人
が
参
集
す

る
中
、
東
京
・
日
比
谷
公
会
堂
で
第
８３
回
定
期
総

会
を
開
催
し
た
。

総
会
で
は
、
新
会
長
に
藤
田
�
之
・
広
島
市
議

会
議
長
を
選
任
す
る
と
と
も
に
、
会
長
提
出
議
案

の
「
第
二
期
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
決

議
」
「
地
方
交
付
税
の
総
額
確
保
と
地
方
税
源
の

充
実
強
化
に
関
す
る
決
議
」
な
ど
を
採
択
し
た
。

ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
行
為
の
根
絶
に
関
す
る

緊
急
決
議
」
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。

来
賓
と
し
て
臨
席
し
た
河
野
洋
平
・
衆
議
院
議

長
は
じ
め
、
扇
千
景
・
参
議
院
議
長
、
菅
義
偉
・

総
務
大
臣
か
ら
祝
辞
が
あ
り
、
国
と
地
方
の
役
割

分
担
や
国
の
関
与
の
あ
り
方
の
見
直
し
な
ど
、
国

を
挙
げ
て
分
権
改
革
を
推
進
し
て
い
く
姿
勢
を
示

す
力
強
い
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
総
会
で
は
、
新
た
に
市
制
施
行
し
た

３
市
の
紹
介
、
正
副
議
長
・
議
員
の
永
年
勤
続
者

の
表
彰
、
各
委
員
会
の
活
動
報
告
、
各
部
会
か
ら

の
提
出
議
案
２３
件
の
審
議
、
役
員
改
選
な
ど
が
行

わ
れ
、
盛
会
の
う
ち
に
全
日
程
を
終
了
し
た
。

第1656・57号７月５日平成19年
（2007年）

第
８３
回
定
期
総
会
開
く

新新
会会
長長
にに

ふふ
じじ藤藤
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ひひ
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広
島
市
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会
議
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（１） 平成１９年７月５日 第１６５６・５７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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第
８３
回
定
期
総
会
は
、
定
刻
の

１０
時
３０
分
に
開
会
し
た
。
会
議
冒

頭
、
会
長
代
行
の
嶋
津
隆
之
・
根

室
市
議
会
議
長
は
、
第
二
期
分
権

改
革
に
向
け
「
本
会
も
分
権
の
担

い
手
と
し
て
、
真
の
地
方
分
権
を

目
指
し
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
」
と
あ
い
さ
つ
し
た
。

続
い
て
来
賓
の
祝
辞
が
あ
り
、

安
倍
晋
三
・
内
閣
総
理
大
臣
の
代

理
と
し
て
出
席
し
た
鈴
木
政
二
・

内
閣
官
房
副
長
官
が
祝
辞
を
代

読
。
「
国
と
地
方
の
役
割
分
担
や

国
の
関
与
の
あ
り
方
の
見
直
し
を

行
い
、
交
付
税
、
税
源
配
分
の
見

直
し
の
一
体
的
な
検
討
を
進
め

る
」
と
改
革
に
向
け
た
決
意
が
改

め
て
示
さ
れ
た
。

こ
の
あ
と
、
河
野
洋
平
・
衆
議

院
議
長
と
扇
千
景
・
参
議
院
議
長

の
祝
辞
に
続
い
て
、
菅
義
偉
・
総

務
大
臣
が
登
壇
。
税
財
政
の
改
革

に
つ
い
て
「
国
と
地
方
の
税
源
配

分
を
１
対
１
と
す
る
目
標
に
全

力
で
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
述

べ
、
そ
の
た
め
に
「
偏
在
の
小

さ
い
地
方
消
費
税
を
主
幹
税
に

す
べ
き
」
と
の
考
え
を
示
し
た

�
４
・
５
面
に
来
賓
祝
辞
。

次
に
、昨
年
の
総
会
以
降
、

新
た
に
市
制
施
行
し
た
福
島
県
本

宮
市
、福
岡
県
み
や
ま
市
、京
都

府
木
津
川
市
の
３
市
が
紹
介
さ

れ
、
代
表
し
て
本
宮
市
の
高
松
議

長
が
あ
い
さ
つ
。
続
い
て
会
長
の

選
任
が
行
わ
れ
、
新
会
長
に
藤
田

�
之
・
広
島
市
議
会
議
長
が
就
任

し
、
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
�
左
。

そ
の
の
ち
表
彰
式
を
行
い
、
永

年
勤
続
の
正
副
議
長
と
議
員
１
７

９
０
人
が
表
彰
さ
れ
た
。
正
副
議

長
表
彰
受
賞
者
を
代
表
し
て
永
井

邦
右
・
湯
沢
市
議
会
議
長
が
、
議

員
表
彰
受
賞
者
を
代
表
し
て
久
保

田
正
直
・
海
南
市
議
会
議
長
が
そ

れ
ぞ
れ
藤
田
会
長
か
ら
表
彰
状
を

受
領
。
永
井
湯
沢
市
議
長
が
代
表

し
て
謝
辞
を
述
べ
た
�
６
面
に
特

別
表
彰
の
受
賞
者
名
。

午
後
の
会
議
で
は
、
大
竹
事
務

総
長
か
ら
の
一
般
事
務
と
会
計
報

告
の
ほ
か
、
地
方
行
政
な
ど
６
委

員
会
の
委
員
長
ら
か
ら
活
動
結
果

報
告
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
た
。

議
案
審
議
で
は
各
地
方
部
会
か

ら
提
出
さ
れ
た
要
望
議
案
２３

件
を
可
決
し
た
。ま
た
、会

長
提
出
議
案
の
「
第
二
期
地

方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す

る
決
議
」
「
地
方
交
付
税
の

総
額
確
保
と
地
方
税
減
の
充

実
強
化
に
関
す
る
決
議
」
を

採
決
す
る
と
と
も
に
、
地
方

が
望
む
分
権
改
革
の
実
現
を

図
る
た
め
「
地
方
分
権
改
革

・
道
州
制
調
査
特
別
委
員

会
」
の
設
置
を
決
定
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
去
る
４
月
の
市

長
選
挙
中
に
凶
弾
に
倒
れ
た
、
伊

藤
一
長
・
前
長
崎
市
長
の
銃
撃
事

件
発
生
を
受
け
、
「
あ
ら
ゆ
る
暴

力
行
為
の
根
絶
に
関
す
る
緊
急
決

議
」を
可
決
し
た
。

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
が

行
わ
れ
、
副
会
長
４
人
、
監
事
５

人
が
選
任
さ
れ
た
ほ
か
、
各
部
会

か
ら
推
薦
さ
れ
た
部
会
長
、
理

事
、
評
議
員
、
各
委
員
会
委
員
を

選
任
し
た
。

ま
た
、
本
会
の
元
会
長
で
現
参

議
院
議
員
の
二
之
湯
智
氏
、
同
小

泉
昭
男
氏
を
顧
問
に
委
嘱
、
元
会

長
（
現
職
議
員
）
、
前
副
会
長
（
現

職
議
長
）
と
政
令
指
定
都
市
議
長

の
２２
人
を
相
談
役
に
委
嘱
し
た
。

閉
会
式
で
は
退
任
し
た
前
役
員

５
０
７
人
に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
、

藤
田
会
長
の
閉
会
あ
い
さ
つ
に
よ

り
総
会
の
全
日
程
を
終
了
し
た
。

第
５７
代
の
会
長
に
選
任
を
い
た

だ
き
ま
し
た
、
広
島
県
広
島
市
議

会
議
長
の
藤
田
�
之
で
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
方
の
全
会
一
致
の
ご
推

挙
に
対
し
ま
し
て
心
か
ら
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

全
国
８
０
５
市
区
が
加
入
す
る
、

歴
史
と
伝
統
と
権
威
あ
る
全
国
市

議
会
議
長
会
会
長
に
就
任
し
、
身

の
引
き
締
ま
る
感
激
を
覚
え
る
と

と
も
に
、
大
き
な
功
績
を
残
さ
れ

ま
し
た
歴
代
会
長
さ
ん
の
後
を
受

け
、
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

国
松
前
会
長
並
び
に
嶋
津
前
会

長
代
行
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
地

方
分
権
の
推
進
や
地
方
税
財
源
の

充
実
確
保
等
に
つ
い
て
格
段
の
ご

尽
力
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
本
会
の

発
展
に
大
い
に
ご
活
躍
さ
れ
ま
し

た
。後

を
引
き
継
ぎ
ま
す
私
と
い
た

し
ま
し
て
も
、
こ
の
後
選
ば
れ
ま

す
副
会
長
は
じ
め
、
新
役
員
の
皆

様
の
お
力
添
え
を
頂
き
な
が
ら
、

皆
様
の
ご
期
待
に
お
応
え
で
き
ま

す
よ
う
全
力
を
傾
注
し
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
か
皆
様
の
よ
り
一
層
の
ご

指
導
、
ご
鞭
撻
を
心
か
ら
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
も
ご
承
知
の
と
お
り
、
本

会
の
永
年
の
要
望
事
項
で
あ
り
ま

す
、
地
方
分
権
の
推
進
は
第
二
期

分
権
改
革
の
只
中
に
あ
り
、
こ
れ

か
ら
の
２
年
は
、
住
民
が
豊
か
さ

を
実
感
し
、
安
全
で
安
心
に
暮
ら

せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
地

方
分
権
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
、
ま
さ
に
正
念
場

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
こ
そ
、
全
国
の
市
議
会
が
一

致
結
束
し
、
こ
れ
ら
改
革
の
実
現

の
た
め
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

参
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

地
方
分
権
型
社
会
に
相
応
し
い

地
方
の
自
主
、
自
立
し
た
行
財
政

運
営
の
実
現
に
向
け
、
地
方
行
財

政
基
盤
の
確
立
と
議
会
制
度
の
改

革
に
取
り
組
み
、
真
の
分
権
改
革

が
実
現
で
き
る
よ
う
、
最
大
限
の

努
力
を
傾
注
し
て
参
る
所
存
で
あ

り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
皆
様
方
の

力
強
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
心
か

ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

藤田 �之
（ふじた・ひろゆき）

【略歴】
昭和１３年３月２日生まれ、
６９歳。広島県立廿日市高
等学校卒業。昭和６０年４
月、広島市議会議員初当
選、以 来７期 目。平 成１７
年７月から広島市議会議
長。広島県出身。

「「
第第
二二
期期
分分
権権
改改
革革
のの
推推
進進
」」なな
どど

決決
議議

藤藤
田田
��
之之
会会
長長
就就
任任
ああ
いい
ささ
つつ

熱気あふれる会場のもよう

嶋津会長代行
（根室市議長）

第１６５６・５７号 平成１９年７月５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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�
都
市
財
政
の
充
実
強
化（
九
州
）

�
地
方
交
付
税
の
適
正
配
分

（
中
国
）

�
拉
致
事
件
の
全
容
解
明
と
早
期

解
決
並
び
に
拉
致
被
害
者
に
対

す
る
支
援

（
北
信
越
）

�
北
方
領
土
問
題
の
早
期
解
決
と

隣
接
地
域
の
復
興
対
策（北

海
道
）

�
外
国
人
に
関
す
る
総
合
的
な
政

策
推
進

（
東
海
）

�
子
育
て
世
帯
を
対
象
に
、
子
育

て
に
関
わ
る
費
用
を
所
得
税
等

の
控
除
の
対
象
に
す
る
こ
と

（
関
東
）

�
子
ど
も
の
安
全
確
保
対
策
強
化

と
い
じ
め
問
題
の
解
決（

関
東
）

	
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
に
関

す
る
要
望

（
関
東
）



地
域
生
活
支
援
事
業
の
財
源
の

明
確
化

（
東
海
）

�
少
子
化
対
策
の
充
実
と
積
極
的

推
進

（
東
海
）

�
地
域
医
療
の
充
実
と
強
化（東

北
）


地
域
の
公
的
基
幹
病
院
へ
勤
務

す
る
医
師
の
確
保

（
北
信
越
）

�
過
疎
地
域
に
お
け
る
公
立
病
院

医
師
の
確
保

（
中
国
）

�
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
シ
ス

テ
ム
構
築
に
伴
う
財
政
措
置

（
中
国
）

�
医
師
確
保
対
策

（
四
国
）

�
国
民
健
康
保
険
事
業

（
四
国
）

�
地
域
医
療
の
確
保

（
九
州
）

�
中
山
間
地
農
業
経
営
の
確
立

（
東
北
）

�
北
海
道
新
幹
線
の
建
設
促
進

（
北
海
道
）

�
東
北
地
方
に
お
け
る
道
路
交
通

網
の
整
備
促
進

（
東
北
）

�
北
陸
新
幹
線
の
早
期
整
備

（
北
信
越
）

�
四
国
西
南
地
域
の
高
速
道
路
の

早
期
整
備

（
四
国
）

�
九
州
に
お
け
る
高
速
交
通
網
の

整
備
充
実

（
九
州
）

現
下
の
地
方
の
財
政
は
、
地
方

交
付
税
の
大
幅
な
削
減
や
累
次
の

歳
出
削
減
に
よ
り
地
域
間
の
格
差

が
拡
大
す
る
中
で
、
未
曾
有
の
危

機
に
直
面
し
て
い
る
。

地
方
は
、
市
町
村
合
併
や
行
財

政
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

き
て
い
る
が
、
も
は
や
限
界
に
達

し
て
お
り
、
少
子
高
齢
化
が
進
む

中
、
社
会
保
障
費
が
増
嵩
す
る
一

方
で
、
十
分
な
税
財
政
措
置
を
伴

わ
な
い
新
た
な
事
務
の
増
大
な
ど

に
よ
り
、
財
政
の
硬
直
化
を
引
き

起
こ
し
て
い
る
。

地
方
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
地

方
交
付
税
の
削
減
は
、
地
方
財
政

の
硬
直
化
に
拍
車
を
か
け
、
市
民

の
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
深

刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。

地
方
交
付
税
は
地
方
固
有
の
財

源
で
あ
り
、
国
の
財
政
再
建
の
た

め
の
一
方
的
な
削
減
は
断
じ
て
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
地
方
が
責
任
を
も
っ
て

自
立
し
た
行
財
政
運
営
を
行
う
た

め
に
は
、
更
な
る
地
方
税
源
の
充

実
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
地

方
の
自
立
し
た
行
財
政
運
営
を
可

能
と
す
る
た
め
、
下
記
事
項
の
実

現
を
図
る
よ
う
決
議
す
る
。

記

１
�
地
方
交
付
税
の
法
定
率
堅
持

と
所
要
総
額
の
確
保

地
方
交
付
税
の
法
定
率
を
堅
持

し
、
地
方
交
付
税
の
所
要
総
額
を

確
保
す
る
こ
と
。

２
�
地
方
交
付
税
の
財
源
調
整
機

能
及
び
財
源
保
障
機
能
の
堅
持

地
域
間
の
財
政
力
格
差
を

是
正
し
、
地
域
社
会
に
必
要

不
可
欠
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
を

等
し
く
提
供
す
る
た
め
、
地

方
交
付
税
の
財
源
調
整
機
能

及
び
財
源
保
障
機
能
を
堅
持
す
る

こ
と
。

３
�
地
方
税
源
の
充
実
強
化

地
方
税
源
の
充
実
強
化
を
図
る

た
め
、
ま
ず
は
地
方
消
費
税
の
充

実
に
最
優
先
で
取
り
組
む
こ
と
。

地
方
分
権
改
革
推
進
法
に
基
づ

き
、
本
年
４
月
に
地
方
分
権
改
革

推
進
委
員
会
が
発
足
し
、
第
二
期

分
権
改
革
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

地
方
分
権
改
革
の
目
標
は
、「
国

が
決
め
て
地
方
が
従
う
」
と
い
う

中
央
集
権
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
転
換

を
図
る
こ
と
で
、
高
齢
者
や
障
害

者
の
福
祉
、
子
育
て

や
教
育
、
ま
ち
づ
く

り
な
ど
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え

る
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
地
方

の
役
割
を
よ
り
拡
大
し
、
住
民
が

安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
豊
か
な

社
会
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

同
時
に
、
文
化
、
産
業
な
ど
の

面
で
地
域
の
個
性
を
活
か
し
た
多

様
性
と
創
造
性
に
あ
ふ
れ
た
社
会

を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

平
成
１８
年
度
ま
で
の
「
三
位
一

体
の
改
革
」
で
は
、
３
兆
円
の
税

源
移
譲
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
我

々
が
求
め
て
い
た
国
の
関
与
を
廃

止
・
縮
小
し
、
地
方
の
自
由
度
を

高
め
る
た
め
の
改
革
は
実
現
せ

ず
、
分
権
改
革
は
未
完
の
ま
ま
で

あ
る
。

第
二
期
地
方
分
権
改
革
に
お
い

て
は
、「
地
方
に
で
き
る
こ
と
は

地
方
が
担
う
」、「
自
己
決
定
・
自

己
責
任
」、「
地
方
の
自
立
と
連

帯
」、「
国
と
地
方
の
二
重
行
政
の

解
消
」
の
四
つ
を
基
本
原
則
と
し

て
、
改
革
を
強
力
に
推
進
す
べ
き

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
下

記
事
項
の
実
現
を
図
る
よ
う
決
議

す
る
。

記

１
�
消
費
税
等
の
税
源
移
譲
な
ど

に
よ
る
地
方
税
源
の
充
実
強
化

２
�
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
見

直
し
と
一

体
的
な
権

限
・
事
務
・
財
源
の
移
譲

３
�
国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解

消
等
に
よ
る
行
政
の
簡
素
化

４
�「
地
方
共
有
税
」
の
導
入

５
�「（
仮
）
地
方
行
財
政
会
議
」

の
法
律
に
よ
る
設
置

６
�
分
権
改
革
に
対
応
し
た
議
会

の
権
能
強
化

会会
長長
・・
各各
部部
会会
提提
出出
議議
案案
をを
可可
決決

第第
二二
期期
地地
方方
分分
権権
改改
革革
のの
推推
進進
にに
関関
すす
るる
決決
議議
（（要要旨旨））

地地
方方
交交
付付
税税
のの
総総
額額
確確
保保
とと
地地
方方

税税
源源
のの
充充
実実
強強
化化
にに
関関
すす
るる
決決
議議
（（全全文文））

総
会
で
は
、
会
長
提
出
議
案
「
第
二
期
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す

る
決
議
」「
地
方
交
付
税
の
総
額
確
保
と
地
方
税
源
の
充
実
強
化
に

関
す
る
決
議
」「
地
方
分
権
改
革
・
道
州
制
調
査
特
別
委
員
会
の
設

置
に
つ
い
て
」
の
３
件
と
、
各
地
方
部
会
か
ら
の
提
出
議
案
２３
件
が

審
議
、
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
７
月
１２
日
の
理
事
会
で
所
管
の
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
要
望
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
ほ

か
、「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
行
為
の
根
絶
に
関
す
る
緊
急
決
議
」
が
可
決

さ
れ
た
。
各
部
会
の
要
望
事
項
、
会
長
提
出
決
議
は
次
の
と
お
り
。

議案説明担当市の議長

（３） 平成１９年７月５日 第１６５６・５７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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全
国
市
議
会
議
長
会
第
８３
回
定

期
総
会
が
開
催
さ
れ
る
に
当
た

り
、
日
頃
か
ら
、
住
民
福
祉
の
増

進
と
地
域
社
会
の
発
展
に
ご
尽
力

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
皆
様
に
対

し
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま
す
。

地
方
の
活
力
な
く
し
て
国
の
活

力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
に

は
、
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
景
気

の
明
る
さ
を
日
本
全
体
が
実
感
で

き
る
よ
う
、
拡
大
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。
本
年
２
月
に
は
、
各

地
域
に
よ
る
自
ら
の
地
域
力
発
掘

を
支
援
す
る
新
戦
略
と
し
て
、
関

係
法
案
９
本
を
含
む
政
策
を
「
地

域
力
発
掘
支
援
新
戦
略
」
と
し
て

取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

ま
た
４
月
か
ら
は
、
約
３
０
０

０
億
円
の
地
方
交
付
税
で
地
方
を

支
援
す
る
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る

な
ど
、
地
域
の
活
性
化
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
今
後
と

も
地
方
が
「
魅
力
あ
る
地
域
」
に

生
ま
れ
変
わ
る
た
め
、
政
府
を
挙

げ
て
応
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

地
方
の
や
る
気
や
知
恵
と
工
夫

を
引
き
出
す
に
は
、
国
の
考
え
を

地
方
に
押
し
付
け
る
よ
う
な
や
り

方
は
、
も
は
や
や
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
地
域
に
住
む
方
の
ニ

ー
ズ
を
熟
知
し
て
い
る
皆
様
が
自

ら
考
え
、
実
行
で
き
る
体
制
づ
く

り
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
４
月
に
は
地
方
分

権
改
革
推
進
委
員
会
を
設
置
い
た

し
ま
し
た
。
ま
た

先
月
２９
日
に
は
、

私
の
内
閣
の
最
重

要
課
題
で
あ
る

「
地
方
分
権
改

革
」
を
進
め
る
た

め
、
私
を
本
部
長

と
し
全
閣
僚
が
参

加
す
る
「
地
方
分

権
改
革
推
進
本

部
」
を
設
置
し
、

６
月
１１
日
に
初
会

合
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。
「
新
分

権
一
括
法
案
」
の

３
年
以
内
の
国
会
提
出
に
向
け
、

国
と
地
方
の
役
割
分
担
や
国
の
関

与
の
在
り
方
の
見
直
し
を
し
っ
か

り
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る

「
平
成
の
合
併
」
を
さ
ら
に
推
進

し
、
基
礎
自
治
体
を
充
実
強
化
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
地
域

の
中
核
と
な
る
基
礎
自
治
体
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の

道
州
制
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
「
明
日
は
開
か
れ
て
い

る
」
と
の
信
念
の
下
、
自
ら
先
頭

に
立
ち
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
勇
気

あ
る
人
々
と
と
も
に
、
様
々
な
改

革
の
実
現
に
向
け
、
全
身
全
霊
を

傾
け
て
、
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
、

進
ん
で
い
く
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

地
域
の
先
頭
に
立
っ
て
汗
を
流
さ

れ
て
い
る
、
本
日
お
集
ま
り
の
皆

様
方
と
と
も
に
、
地
域
再
生
を
是

非
と
も
成
し
遂
げ
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

皆
様
方
の
一
層
の
ご
支
援
と
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
あ
い

さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。（
要
約
）

第
８３
回
定
期
総
会
の
開
催
、
誠

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私

も
か
つ
て
横
浜
市
会
議
員
を
経
験

し
た
者
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
が

地
方
自
治
の
先
頭
に
立
っ
て
大
変

な
ご
努
力
、
ご
活
躍
さ
れ
て
お
り

ま
す
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
と
敬
意

を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
は
昨

年
の
暮
れ
、
臨
時
国
会
で
地
方
分

権
改
革
推
進
法
が

成
立
し
ま
し
た
。

４
月
１
日
よ
り
、

地
方
分
権
に
向
け

７
人
の
委
員
が
指

名
さ
れ
現
在
、
鋭

意
地
方
分
権
の
た

め
に
努
力
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

そ
し
て
過
日
、

中
間
報
告
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
。
そ
の
表
題
は
「
地
方
が
主
役

の
国
づ
く
り
」
。
こ
の
中
で
、
政

省
令
を
上
書
き
す
る
権
限
を
有
す

る
「
条
例
制
定
権
限
の
拡
充
」
を

示
す
な
ど
、
ま
さ
に
地
方
自
治
確

立
に
向
け
た
報
告
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
内
閣
に
は
、
安
倍
首
相
を

本
部
長
と
し
全
閣
僚
で
構
成
さ
れ

る
「
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
」

が
設
置
さ
れ
、
そ

の
会
合
も
開
か
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
首
相
の
強

力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、

地
方
分
権
を
何
と
し
て
も
実
現
し

て
も
ら
い
た
い
、
こ
う
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

地
方
分
権
改
革
の
担
当
大
臣
で

も
あ
る
私
と
し
て
は
、
国
と
地
方

の
役
割
を
明
確
に
分
担
し
、
国
か

ら
権
限
、
財
源
、
税
源
を
移
譲
さ

せ
た
い
、
地
方
の
自
立
と
責
任
を

確
立
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
た

め
、
皆
さ
ん
と
連
携
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
税
財
政
の
改
革
で
あ
り
ま

す
。
現
在
の
仕
事
の
分
担
は
、
地

方
が
６
、
国
が
４
。
し
か
し
税
の

面
で
は
、
地
方
が
４
、
国
が
６
で

逆
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も

は
、
税
源
配
分
の
「
１
対
１
」
を

目
標
に
現
在
、
全
力
で
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
遍
在
の
小
さ
い
「
地

方
消
費
税
」
を
主
幹
税
に
す
べ
き

と
し
私
は
現
在
、
地
方
間
税
収
の

遍
在
是
正
に
向
け
、
全
力
で
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
交
付

税
の
一
般
財
源
総
額
確
保
の
た
め

に
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
総
務
省
で
は
１９
年

度
よ
り
、
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
い
た
し
ま
し

た
。
全
国
ど
こ
へ
行
っ
て
も
地
方

に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し

た
地
方
の
特
徴
を
生
か
し
、
ま
さ

に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
魅
力
を

生
か
し
て
頑
張
れ
る
」
「
全
国
に

活
力
あ
る
地
域
を
つ
く
り
た

い
」、
そ
ん
な
思
い
で
あ
り
ま
す
。

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

地
方
自
治
を
巡
る
様
々
な
動
き
の

中
で
、
是
非
と
も
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
る
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
本
日
は
誠
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

（
要
約
）

分分
権権
はは
内内
閣閣
のの
最最
重重
要要
課課
題題

﹇
祝
辞
﹈
内
閣
総
理
大
臣

安
倍
晋
三

（
鈴
木
政
二
・
内
閣
官
房
副
長
官
代
読
）税税

源源
配配
分分
をを「「
１１
対対
１１
」」へへ

﹇
祝
辞
﹈
総
務
大
臣

菅

義
偉

第１６５６・５７号 平成１９年７月５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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全
国
市
議
会
議
長
会
は
、
今
年

で
７５
年
を
迎
え
た
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
戦
前
か
ら
７５
年
間
、
一
貫

し
て
全
国
の
市
議
会
議
長
の
皆
様

方
が
お
集
ま
り
に
な
り
、
市
政
推

進
の
た
め
努
力
し
て
こ
ら
れ
た
こ

と
に
思
い
を
馳
せ
ま
す
と
、
ご
苦

労
が
多
か
っ
た
先
輩
の
方
々
に
対

し
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
と

存
じ
ま
す
。

ま
た
同
時
に
、
戦
後
の
「
地
方

自
治
」
「
地
方
分
権
」
と
い
う
方

向
に
向
か
い
、
懸
命
に
努
力
を
重

ね
て
こ
ら
れ
た
方
々
、
ま
た
今
日

も
そ
の
仕
事
を
引
き
継
い
で
お
ら

れ
る
皆
様
方
に
対
し
、
心
か
ら
敬

意
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

毎
年
、
開
催
さ
れ
る
定
期
総
会

で
、
皆
様
方
が
考
え
を
お
ま
と
め

に
な
り
提
案
を
な

さ
る
諸
々
の
事
柄

は
、
一
つ
一
つ
が

市
民
の
気
持
ち
で

あ
り
希
望
で
あ
る

と
考
え
、
私
ど
も

も
重
く
受
け
と
め

て
お
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に

昨
年
来
、
各
地
で

露
呈
い
た
し
ま
し
た
自
治
体
の
財

政
破
綻
の
問
題
を
見
る
に
つ
け
、

皆
様
方
の
仕
事
、
使
命
は
さ
ら
に

重
い
。
行
政
を
監
視
し
、
住
民
の

ニ
ー
ズ
を
受
け
止
め
る
だ
け
で
な

く
、
「
や
る
べ
き
こ
と
」
「
や
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
「
や
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
市
議

会
の
立
場
で
判
断
し
、
行
政
に
対

し
て
意
見
を
述
べ
る
、
あ
る
い
は

行
政
の
方
向
に
つ
い
て
修
正
を
加

え
る
、
そ
う
い
う
仕
事
が
大
い
に

重
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ひ
と
つ
、
市
民
の
気
持
ち

を
代
表
す
る
市
議
会
の
皆
様
方
が

行
政
に
対
し
「
こ
れ
で
い
い
の

か
、
こ
う
い
う
方
向
で
間
違
い
な

い
か
」
と
、
時
に
警
鐘
を
鳴
ら
す

必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
の

場
合
に
は
、
住
民

の
ニ
ー
ズ
は
ニ
ー

ズ
と
し
意
見
と
し
て
受
け
と
め
な

が
ら
、
「
こ
れ
は
で
き
る
が
、
こ

れ
は
で
き
な
い
」
、
そ
う
い
っ
た

判
断
を
行
う
こ
と
が
市
議
会
に
と

っ
て
、
最
も
重
要
な
役
割
に
今
や

な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

決
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
だ
け

で
な
く
、
ア
ク
セ
ル
も
踏
み
、
ハ

ン
ド
ル
を
切
り
な
が
ら
、
市
民
の

皆
様
方
の
幸
せ
を
運
ん
で
い
く
。

そ
う
い
う
重
大
な
職
務
に
皆
様
方

は
、
就
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

地
方
分
権
を
推
進
す
る
、
こ
う

し
た
一
貫
し
た
考
え
方
は
、
国
政

に
お
い
て
も
当
然
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
そ
う
は
言
い
な
が
ら
「
ど

の
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
走
る

か
」
「
ど
の
程
度
ま
で
期
待
に
応

え
ら
れ
る
の
か
」
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
、
時
に
厳
し
く
考
え
、
時
に

住
民
を
説
得
す
る
と
い
う
立
場
に

立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
邁
進
さ
れ

て
き
た
多
く
の
地
方
の
皆
様
方
が

お
ら
れ
る
こ
と
を
、
私
は
承
知
し

て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
仕
事
が
い
か
に
辛
い

厳
し
い
仕
事
で
あ
る
か
、
私
は
十

分
に
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
や
そ
う

し
た
こ
と
を
ま
す
ま
す
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
面
が
、
我
々
の

目
の
前
に
あ
る
こ
と
を
重
く
考
え

て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
申
し
上
げ

ま
し
た
が
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し

て
も
、
皆
様
方
の
ご
期
待
、
ご
要

望
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
、

「
何
を
な
す
べ
き
か
」
「
何
が
プ

ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
高
い

か
」
を
判
断
し
な
が
ら
、
で
き
る

限
り
地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
に

努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
議
長
の
皆
様
方
が
、
さ

ら
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
、
地

域
の
発
展
を
遂
げ
ら
れ
ま
す
よ
う

心
か
ら
期
待
し
、
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
い
だ
き
ま
す
。

（
要
約
）

本
日
お
集
ま
り

の
皆
様
方
に
は
、

日
頃
か
ら
地
方
自

治
の
担
い
手
と
し

て
、
地
方
に
お
け

る
議
会
制
民
主
主

義
発
展
の
た
め
、

大
変
な
ご
尽
力
を

頂
い
て
お
り
ま
す

こ
と
に
、
心
か
ら

敬
意
と
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
こ
数
年
の
地

方
分
権
の
流
れ
は

本
当
に
大
き
な
も
の
で
、
税
源
移

譲
等
を
内
容
と
す
る
三
位
一
体
の

改
革
を
巡
る
動
き
は
大
変
、
画
期

的
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
平
成
の
大
合
併
で
は
、
平

成
１０
年
、
１１
年
に
３
２
０
０
余
あ

っ
た
市
町
村
数
を
２０
年
に
は
１
８

０
０
弱
に
減
ら
し
、
一
方
で
市
の

数
を
６
７
０
か
ら
７
８
３
に
増
や

す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

本
日
、
お
集
ま
り
の
多
く
の
皆

様
の
周
り
で
、
こ
の
よ
う
に
大
き

な
変
化
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
う
し
た
中
で
、
住
民
の
方
々
の

ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
て
、
地

域
の
特
色
や
魅
力
を
最
大
限
に
引

き
出
し
て
い
く
市
議
会
の
皆
様
方

の
役
割
は
、
何
よ
り
も
重
要
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
国
会
も
、
皆
様
方
と
と

も
に
「
国
と
地
方
の
徹
底
し
た
役

割
分
担
の
見
直
し
」
「
地
方
の
財

政
基
盤
の
強
化
」
「
地
域
間
格
差

の
是
正
」
な
ど
の
ほ
か
、
こ
れ
ら

に
由
来
す
る
大
き
な
問
題
に
対

し
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

地
方
の
発
展
な
く
し
て
国
の
発

展
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
都
市
、
山

村
、
漁
村
が
と
も
に
、
格
差
問
題

な
ど
に
対
し
て
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
、
な
お
ス
リ
ム
で
効
果
的
な

行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
下
、
皆
様
が

自
ら
の
地
域
の
発
展
を
主
体
的
に

考
え
、
責
任
を
持
っ
て
施
策
を
実

行
で
き
る
体
制
の
構
築
を
、
早
急

か
つ
強
力
に
推
し
進
め
て
い
く
必

要
が
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
の
総
会
が
、
そ
う
し
た
施

策
の
充
実
に
向
け
、
大
き
な
成
果

を
も
た
ら
す
も
の
と
な
り
ま
す
こ

と
を
心
か
ら
期
待
し
、
お
祝
い
の

言
葉
と
い
た
し
ま
す
。
（
要
約
）

市市
政政
をを
監監
視視
しし
警警
鐘鐘
をを

﹇
祝
辞
﹈
衆
議
院
議
長

河
野
洋
平住住

民民
ニニ
ーー
ズズ
のの
把把
握握
がが
重重
要要

﹇
祝
辞
﹈
参
議
院
議
長

扇

千
景

（５） 平成１９年７月５日 第１６５６・５７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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【
正
副
議
長
１２
年
以
上
】

▽
富
良
野
�
中
元
優

【
正
副
議
長
８
年
以
上
】

▽
夕
張
�
岡
崎
光
雄
▽
留
萌
�
樋

口
隆
▽
紋
別
�
佐
藤
留
次
▽
盛
岡

�
山
本
武
司
▽
陸
前
高
田
�
小
松

眞
▽
湯
沢
�
永
井
邦
右
▽
二
本
松

�
市
川
清
純
▽
庄
原
�
谷
口
琢
磨

▽
安
芸
高
田
�
松
浦
利
貞
▽
直
方

�
宮
近
義
人
▽
太
宰
府
�
村
山
弘

行
▽
鹿
島
�
小
池
幸
照
▽
薩
摩
川

内
�
今
別
府
哲
矢
▽
石
垣
�
砂
川

俊
夫
▽
名
護
�
宮
城
義
房

【
議
員
５０
年
以
上
】

▽
南
国
�
吉
村
雅
男

【
議
員
４５
年
以
上
】

▽
函
館
�
本
間
新
▽
青
梅
�
中
村

義
雄
▽
海
南
�
久
保
田
正
直

【
議
員
４０
年
以
上
】

▽
函
館
�
黒
島
宇
吉
郎
▽
青
森
�

五
戸
三
次
郎
▽
塩
竈
�

佐
藤
貞
夫
▽
秋
田
�
保

坂
直
一
▽
大
仙
�
小
山

誠
治
▽
山
形
�
佐
藤
稔

▽
新
庄
�
斎
藤
敏
▽
氷

見
�
森
文
雄
▽
小
浜
�

木
橋
正
昭
▽
松
本
�
百

瀬
常
雄
▽
千
代
田
�
鈴

木
栄
一
▽
中
央
�
矢
吹

和
重
▽
品
川
�
川
西
絹

子
▽
大
田
�
渋
谷
要
▽
足
立
�
鈴

木
進
▽
江
戸
川
�
田
辺
達
昭
▽
相

模
原
�
溝
渕
誠
之
▽

大
和
�
北
島
武
司
▽

甲
府
�
上
田
英
文
▽

浜
松
�
戸
田
久
市
▽

伊
勢
�
中
川
堯
▽
大

垣
�
山
岸
昭
次
▽
大

阪
�
藤
岡
信
雄
▽
堺

�
加
藤
均
▽
吹
田
�

伊
藤
孝
義
▽
八
尾
�

小
枝
洋
二
▽
舞
鶴
�

田
中
輝
昭
▽
亀
岡
�

竹
岡
良
藏

山
木
潤

治
▽
明
石
�
住
野
勝

美
▽
大
和
高
田
�
中

谷
修
一
▽
尾
道
�
木

曽
勇
▽
宇
部
�
山
下

勝
由
▽
大
洲
�
小
泉

紘
文
▽
熊
本
�
紫
垣

正
良

島
永
慶
孝

矢
野
昭
三
▽

い
ち
き
串
木
野
�
東
勝
巳

【
議
員
３５
年
以
上
】

▽
美
唄
�
荘
司
光
雄
▽
伊
達
�
乗

久
敏
彦
▽
釜
石
�
小
野
寺
英
雄

平
舘
幸
雄

平
松
福
一
▽
角
田
�

渡
邊
定
一
▽
上
越
�
本
城
文
夫
▽

魚
津
�
中
田
尚

田
中
光
幸
▽
羽

咋
�
川
口
正
雄
▽
松
本
�
小
原
仁

▽
稲
城
�
森
本
喜
三
郎
▽
あ
き
る

野
�
影
山
保
▽
海
老
名
�
志
村
憲

一
▽
日
立
�
佐
藤
三
夫
▽
高
萩
�

根
本
榮

飯
田
�
昭

篠
原
新
一

郎

寺
岡
七
郎
▽
上
尾
�
松
木
清

作

鍵
山
節
子
▽
蕨
�
江
�
茂
雄

▽
ふ
じ
み
野
�
山
川
壽
美
江
▽
我

孫
子
�
吉
松
千
草
▽
碧
南
�
杉
浦

和
彦
▽
知
多
�
早
川
茂
典
▽
岩
倉

�
井
上
敏
樹
▽
東
大
阪
�
久
保
武

彦

叶
冨
士
夫
▽
向
日
�
松
山
幸

次
▽
東
近
江
�
豆
田
昇
一
郎
▽
奈

良
�
横
井
健
二

橋
本
和
信
▽
福

山
�
三
谷
積
▽
田
川
�
田
丸
雅
美

▽
鹿
児
島
�
平
山
孝

【
議
員
３０
年
以
上
】

▽
登
別
�
山
本
茂
治
▽
尾
花
沢
�

三
宅
太
一
郎
▽
白
河
�
伊
藤
邦
光

▽
清
瀬
�
金
丸
一
孝
▽
中
央
�
田

辺
七
郎
▽
目
黒
�
下
岡
こ
う
じ
▽

江
戸
川
�
片
山
知
紀
▽
鎌
倉
�
助

川
邦
男

松
中
健
治
▽
相
模
原
�

由
比
昭
男
▽
座
間
�
伊
澤
多
喜
男

▽
北
茨
城
�
鈴
木
恒
夫

大
平
博

之
▽
坂
戸
�
塘
永
眞
理
人
▽
ふ
じ

み
野
�
大
島
國
太
郎
▽
我
孫
子
�

松
島
洋
▽
静
岡
�
伊
東
稔
浩
▽
各

務
原
�
白
木
博
▽
可
児
�
澤
野
�

司
▽
泉
南
�
成
田
政
彦
▽
三
田
�

今
井
弘

福
山
二
三
夫

植
田
豊

司

藤
田
泰
一
▽
大
和
郡
山
�
田

村
雅
勇
▽
広
島
�
松
浦
弘
典

藤

田
�
之
▽
防
府
�
佐
鹿
�
敏

中

司
実
▽
北
九
州
�
吉
尾
計

三
村

善
茂
▽
嘉
麻
�
豊
一
馬
▽
八
女
�

樋
口
安
癸
次
▽
豊
前
�
尾
家
清
美

▽
大
分
�
田
島
八
日
▽
浦
添
�
奥

本
道
夫

大
城
永
一
郎

地地
方方
分分
権権
改改
革革
・・
道道
州州
制制

調調
査査
特特
別別
委委
員員
会会
をを
設設
置置

定
期
総
会
で
会
長
提
出
議
案

「
地
方
分
権
改
革
・
道
州
制
調
査

特
別
委
員
会
の
設
置
」が
審
議
、議

決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
特
別

委
員
会
が
１９
日
付
で
発
足
し
た
。

こ
の
特
別
委
員
会
は
、
本
会
会

則
第
２２
条
第
３
項
に
基
づ
き
設
置

さ
れ
た
も
の
。
地
方
が
望
む
分
権

改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方

分
権
改
革
推
進
委
員
会
に
対
す
る

本
会
の
意
見
の
と
り
ま
と
め
や
、

道
州
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
調

査
、
検
討
を
行
う
。

委
員
は
会
長
が
委
嘱
し
、
▽
部

会
長
９
人
▽
本
会
の
委
員
会
の
委

員
長
６
人
▽
政
令
指
定
都
市
、
中

核
市
及
び
特
例
市
の
議
長
の
中
か

ら
会
長
が
指
名
す
る
者
６
人
▽
人

口
２０
万
人
未
満
の
市
の
議
長
の
中

か
ら
会
長
が
指
名
す
る
者
９
人
▽

そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
る
者

―
―
で
構
成
さ
れ
る
。

委
員
の
任
期
は
、
翌
年
度
の
定

期
総
会
ま
で
。
委
員
会
の
設
置
期

間
は
、
平
成
２２
年
の
定
期
総
会
の

日
ま
で
と
し
て
い
る
。

今
後
、
特
別
委
員
会
は
７
月
１２

日
に
初
会
合
を
開
き
、
委
員
の
互

選
に
よ
り
委
員
長
１
人
、
副
委
員

長
３
人
を
決
定
す
る
予
定
。

特特
別別
表表
彰彰
受受
賞賞
者者

正
副
議
長
８
年
以
上

議
員
３０
年
以
上

定
期
総
会
で
の
正
副
議
長
、
議
員
の
永
年
勤
続
表
彰
受
賞
者
は
、
特
別
表
彰
、
一
般
表
彰
合
わ
せ
て
１
７

９
０
人
。
内
訳
は
次
の
と
お
り
。

◆
特
別
表
彰
▽
正
副
議
長
１２
年
以
上
�
１
人
▽
同
８
年
以
上
�
１５
名
▽
議
員
５０
年
以
上
�
１
人
▽
同
４５
年
以

上
�
３
人
▽
同
４０
年
以
上
�
３８
人
▽
同
３５
年
以
上
�
３６
人
▽
同
３０
年
以
上
�
３７
人
▽
同
２５
年
以
上
�
６８
人
▽

同
２０
年
以
上
�
８
２
４
人
◆
一
般
表
彰
▽
正
副
議
長
４
年
以
上
�
１
２
４
人
▽
議
員
１５
年
以
上
�
３
３
８
人

▽
同
１０
年
以
上
�
３
０
５
人

本
紙
で
は
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
特
別
表
彰
の
正
副
議
長
８
年
以
上
、
議
員
３０
年
以
上
の
受
賞
者
の
所
属

議
会
と
氏
名
を
掲
載
し
ま
す
。（
敬
称
略
、
６
月
１９
日
の
定
期
総
会
時
の
被
表
彰
者
名
簿
順
）

本会

全
表
彰
受
賞
者
を
代
表
し
て
謝
辞
を
述
べ

る
永
井
邦
右
・
湯
沢
市
議
会
議
長
（
正
副

議
長
８
年
以
上
で
特
別
表
彰
を
受
賞
）

議
員
表
彰
受
賞
者
を
代
表
し
て
受
領
す
る
久

保
田
正
直
・
海
南
市
議
会
議
長
（
右
、
議
員

４５
年
以
上
で
特
別
表
彰
を
受
賞
）
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定
期
総
会
で
は
、
新
役
員
を
選

任
し
た
ほ
か
、
元
会
長
で
現
参
議

院
議
員
の
二
之
湯
智
氏
、
同
小
泉

昭
男
氏
を
顧
問
に
、
元
会
長
は
じ

め
前
副
会
長
、
指
定
都
市
市
議
会

議
長
を
相
談
役
に
委
嘱
し
た
。
新

役
員
の
氏
名
等
は
次
の
と
お
り
。

◇
会
長
�
藤
田
�
之
（
広
島
市
）

◇
副
会
長
�
酒
井
靖
悦
（
山
形

市
）、
伊
藤
充
朗
（
水
戸
市
）、

板
坂
千
鶴
子
（
寝
屋
川
市
）、
鎌

田
基
志
（
高
松
市
）

◇
監
事
�
林
国
夫
（
美
唄
市
）、

別
宗
明
敏
（
か
ほ
く
市
）、
津
汲

仁
（
大
垣
市
）、
内
藤
美
雄
（
安

来
市
）、
児
玉
忠
義
（
佐
伯
市
）

◇
顧
問
�
二
之
湯
智
（
参
議
院
議

員
、
元
会
長
）、
小
泉
昭
男
（
同
）

◇
相
談
役
�
�
山
�（
北
九
州
市
、

元
会
長
）、
藤
川
智
美（
盛
岡
市
、

同
）、
嶋
村
勝
夫
（
横
浜
市
、
同
）、

嶋
津
隆
之（
根
室
市
、前
副
会
長
）、

岡
本
和
久
（
松
戸
市
、
同
）
、
札

幌
、
仙
台
、
新
潟
、
横
浜
、
川

崎
、
さ
い
た
ま
、
千
葉
、
静
岡
、

浜
松
、
名
古
屋
、
大
阪
、
堺
、
京

都
、
神
戸
、
広
島
、
北
九
州
、
福

岡
―
―
の
１７
政
令
指
定
都
市
議
長

定
期
総
会
終
了
後
、
国
会
対
策

委
員
会
を
除
く
地
方
行
政
、
地
方

財
政
、
社
会
文
教
、
産
業
経
済
、

建
設
運
輸
の
５
委
員
会
は
、
日
比

谷
公
会
堂
で
合
同
会
議
を
開
き
、

そ
れ
ぞ
れ
正
副
委
員
長
を
選
任
し

た
。
各
委
員
会
の
正
副
委
員
長
の

氏
名
、所
属
議
会
は
次
の
と
お
り
。

◇
地
方
行
政
委
員
会

委
員
長
�

大
野
眞
一
（
小
田
原
市
）、
副
委

員
長
�
星
秀
雄
（
江
別
市
）、
松

浦
利
貞
（
安
芸
高
田
市
）

◇
地
方
財
政
委
員
会

委
員
長
�

高
橋
芳
治
（
南
丹
市
）、
副
委
員

長
�
牛
澤
榮
（
角
田
市
）、
田
口

桂
一
郎
（
浅
口
市
）

◇
社
会
文
教
委
員
会

委
員
長
�

野
村
栄
（
阿
南
市
）、
副
委
員
長

�
市
川
清
純
（
二
本
松
市
）、
野

村
保
夫
（
鳥
羽
市
）

◇
産
業
経
済
委
員
会

委
員
長
�

小
野
寺
一
知
（
名
寄
市
）、
副
委

員
長
�
揚
張
正
（
御
前
崎
市
）、

島
袋
俊
夫
（
う
る
ま
市
）

◇
建
設
運
輸
委
員
会

委
員
長
�

丸
山
與
一
郎
（
妙
高
市
）、
副
委

員
長
�
船
曵
順
市
（
宍
粟
市
）、

寺
澤
優
國
（
松
浦
市
）

▼
議
長

▽
杵
築

小
春

稔（
５
・
１
）

▽
大
口

森
山
善
友（
５
・
７
）

▽
大
野
城

永
野
義
人（
５
・
８
）

▽
嘉
麻

坂
口
政
義（
５
・
８
）

▽
垂
水

徳
留
邦
治（
５
・
８
）

▽
諏
訪

三
村
睦
雄（
５
・
９
）

▽
大
町

中
牧
盛
登（
５
・
９
）

▽
木
津
川

木
村
浩
三（
５
・
９
）

▽
東
広
島

杉
井
弘
文（
５
・
９
）

▽
津
山

米
井
知
博（
５
・
９
）

▽
善
通
寺

竹
森
正
治（
５
・
９
）

▽
延
岡

新
名
種
歳（
５
・
９
）

▽
熊
谷

松
本
富
男（
５
・
１０
）

▽
銚
子

岩
井
文
男（
５
・
１０
）

▽
犬
山

宮
地
繁
誠（
５
・
１０
）

▽
熊
野

樋
口
雄
史（
５
・
１０
）

▽
八
女

武
田
忠
匡（
５
・
１０
）

▽
津
久
見

西
村
徳
丸（
５
・
１０
）

▽
須
賀
川

大
越

彰（
５
・
１１
）

▽
金
沢

宮
保
喜
一（
５
・
１１
）

▽
輪
島

小
山

栄（
５
・
１１
）

▽
真
岡

西
田
一
之（
５
・
１１
）

▽
富
岡

高
橋
總
一
郎（
５
・
１１
）

▽
井
原

高
田
正
弘（
５
・
１１
）

▽
加
西

桜
井
光
男（
５
・
１３
）

▽
名
寄

小
野
寺
一
知（
５
・
１４
）

▽
敦
賀

平
川
幹
夫（
５
・
１４
）

▽
茅
ヶ
崎

木
村
忠
雄（
５
・
１４
）

▽
み
ど
り

藤
生
英
喜（
５
・
１４
）

▽
千
葉

米
持
克
彦（
５
・
１４
）

▽
浜
松

酒
井
基
寿（
５
・
１４
）

▽
半
田

榊
原
久
美
子（
５
・
１４
）

▽
生
駒

井
上
充
生（
５
・
１４
）

▽
久
留
米

石
橋

力（
５
・
１４
）

▽
筑
後

池
田
光
政（
５
・
１４
）

▽
春
日

松
尾
浩
孝（
５
・
１４
）

▽
伊
万
里

前
田
教
一（
５
・
１４
）

▽
大
村

里
脇
清
隆（
５
・
１４
）

▽
蒲
郡

小
林
康
宏（
５
・
１５
）

▽
一
宮

松
井
哲
朗（
５
・
１５
）

▽
日
田

中
野
靖
隆（
５
・
１５
）

▼
副
議
長

▽
杵
築

田
辺
節
士（
５
・
１
）

▽
大
口

福
本
千
枝
子（
５
・
７
）

▽
中
間

上
村
武
郎（
５
・
８
）

▽
大
野
城

中
西

毅（
５
・
８
）

▽
嘉
麻

広
田
一
男（
５
・
８
）

▽
垂
水

宮
迫
泰
倫（
５
・
８
）

▽
諏
訪

高
林
徳
枝（
５
・
９
）

▽
大
町

勝
野

明（
５
・
９
）

▽
木
津
川

片
岡

広（
５
・
９
）

▽
津
山

西
野
修
平（
５
・
９
）

▽
善
通
寺

山
根
貴
行（
５
・
９
）

▽
延
岡

後
藤
哲
朗（
５
・
９
）

▽
網
走

鈴
木

修（
５
・
１０
）

▽
熊
谷

礒
�

修（
５
・
１０
）

▽
銚
子

宮
内
昭
三（
５
・
１０
）

▽
熊
野

前
地

林（
５
・
１０
）

▽
東
広
島

新
開
邦
彦（
５
・
１０
）

▽
八
女

松
延
外
喜（
５
・
１０
）

▽
津
久
見

清
水
美
知
子（
５
・
１０
）

▽
須
賀
川

菊
地
忠
男（
５
・
１１
）

▽
魚
津

菊
池
達
廣（
５
・
１１
）

▽
金
沢

上
田

章（
５
・
１１
）

▽
輪
島

中
谷
達
行（
５
・
１１
）

▽
真
岡

大
根
田
幹
夫（
５
・
１１
）

▽
富
岡

大
手
治
之（
５
・
１１
）

▽
井
原

川
上

泉（
５
・
１１
）

▽
豊
後
大
野

生
野
照
雄（
５
・
１１
）

▽
加
西

繁
田

基（
５
・
１３
）

▽
名
寄

熊
谷
吉
正（
５
・
１４
）

▽
敦
賀

木
下

章（
５
・
１４
）

▽
茅
ヶ
崎

高
森
英
雄（
５
・
１４
）

▽
み
ど
り

阿
左
美

守（
５
・
１４
）

▽
久
喜

石
川
忠
義（
５
・
１４
）

▽
千
葉

西
巻
義
通（
５
・
１４
）

▽
浜
松

�
林
龍
治（
５
・
１４
）

▽
半
田

山
本
博
信（
５
・
１４
）

▽
犬
山

ビ
ア
ン
キ

ア
ン
ソ
ニ
ー（
５
・
１４
）

▽
生
駒

樋
口
清
士（
５
・
１４
）

▽
久
留
米

秋
吉
政
敏（
５
・
１４
）

▽
筑
後

島

啓
三（
５
・
１４
）

▽
春
日

武
末
哲
治（
５
・
１４
）

▽
伊
万
里

占
野
秀
男（
５
・
１４
）

▽
大
村

前
川

與（
５
・
１４
）

▽
蒲
郡

伊
藤
勝
美（
５
・
１５
）

▽
一
宮

太
田
文
人（
５
・
１５
）

▽
日
田

�
瀬

剛（
５
・
１５
）

▼
事
務
局
長

▽
高
岡

澤
合
文
雄（
４
・
１
）

▽
八
女

牛
島
重
信（
４
・
１
）

▽
大
野
城

田
中

稔（
４
・
１
）

▽
嬉
野

宮
田
富
夫（
４
・
１
）

▽
鹿
児
島

今
吉
悦
朗（
４
・
１
）

▽
指
宿

新
村
光
司（
４
・
１
）

▽
輪
島

道
辻
健
蔵（
５
・
１１
）

【
訂
正
】
本
紙
第
１
６
５
５
号
に

掲
載
の
議
会
人
事
に
お
い
て
、
善

通
寺
市
の
議
長
、
副
議
長
の
氏
名

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
新
議
長

は
「
竹
森
正
治
」
、
新
副
議
長
は

「
山
根
貴
行
」
で
す
。
お
詫
び
し

て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

議

会

人

事

本本
会会
新新
役役
員員
をを
選選
任任

顧
問
、相
談
役
も
委
嘱

正正
副副
委委
員員
長長
をを
選選
任任

本
会
５
委
員
会
が

合
同
会
議
を
開
催

選任された５委員会の正副委員長

選任された新役員
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市
議
会
議
員
共
済
会
（
会
長
�

藤
田
�
之
・
広
島
市
議
会
議
長
）

は
６
月
２０
日
、東
京
・
砂
防
会
館
で

第
９４
回
代
議
員
会
を
開
催
し
、
新

役
員
を
選
任
す
る
と
と
も
に
平
成

１８
年
度
会
計
決
算
を
認
定
し
た
。

あ
い
さ
つ
に
立
っ
た
藤
田
会
長

は
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
に

つ
い
て
、「
本
年
４
月
か
ら
受
給

者
を
含
む
給
付
水
準
の
引
き
下
げ

や
会
員
と
公
費
の
負
担
増
な
ど
の

制
度
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
年
金

財
政
は
依
然
厳
し
い
状
況
に
あ

る
」
と
強
調
し
た
う
え
で
、
出
席

の
代
議
員
は
じ
め
、
会
員
、
受
給

者
の
制
度
へ
の
理
解
を
求
め
た
。

市
議
会
議
員
共
済
会
の
会
員

（
議
員
）
数
と
受
給
者
数
の
状
況

を
見
る
と
、
市
町
村
合
併
の
影
響

に
よ
り
、
会
員
数
は
、
１７
年
度
末

よ
り
２
４
７
０
人
減
の
２
万
４
１

７
０
人
。
一
方
の
受
給
者
数
は
、

退
職
・
遺
族
両
年
金
の
合
計
で
４

８
７
９
人
増
の
６
万
６
９
４
人
。

会
員
１
人
が
受
給
者
２
・
５
人
を

支
え
て
い
る
構
造
に
あ
る
。
こ
の

結
果
、
年
金
と
一
時
金
の
給
付
に

要
す
る
給
付
経
理
に
お
い
て
は
、

約
２
４
０
億
円
の
単
年
度
赤
字
と

な
っ
た
�
左
表
参
照
。

市
議
会
議
員
共
済
会
新
役
員

▽
会
長
�
藤
田
�
之
（
広
島
市
）

▽
副
会
長
�
新
井
勝
行（
久
喜
市
）

▽
理
事
�
原
田
昌
男（
留
萌
市
）、

田
澤
豊
彦
（
会
津
若
松
市
）、宮
保

喜
一
（
金
沢
市
）、
兵
藤
祐
治（
新

城
市
）、
野
田
義
和
（
東
大
阪

市
）、山
口
博
敬
（
倉
吉
市
）、
笠

井
国
利
（
徳
島
市
）、福
井
久
男

（
佐
賀
市
）、
雨
宮
正
弘
（
目
黒

区
）
▽
監
事
�
北
谷
文
夫（
砂
川

市
）、
富
永
栄
一
（
学
識
経
験
者
）

あいさつする藤田�之・共済会新会長

▽
７
月
１０
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
後

２
時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
７
月
１１
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
監
事
会（
午
後
３
時
半
、

全
国
都
市
会
館
）

▽
７
月
１２
日

全
国
市
議
会
議
長

会
�
部
会
長
会
議（
午
前
１１
時
、

全
国
都
市
会
館
）・
理
事
会（
午

後
１
時
、
同
）・
会
計
監
査（
午

後
３
時
半
、
同
）

▽
７
月
１２
日

地
方
分
権
改
革
・

道
州
制
調
査
特
別
委
員
会
（
午

後
３
時
、
全
国
都
市
会
館
）

▽
７
月
１３
日

全
国
公
営
交
通
事

業
都
市
議
長
会
�
監
事
会
議

（
午
後
１２
時
半
、
全
国
都
市
会

館
）・
役
員
会（
午
後
１
時
半
、

同
）・
総
会（
午
後
２
時
半
、同
）

▽
７
月
１９
日

地
方
財
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
、
全
国
都
市
会
館
）・
委
員

会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
７
月
２４
日

産
業
経
済
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
午
前
１１

時
半
、
全
国
都
市
会
館
）・
委

員
会
（
午
後
１
時
半
、
同
）

▽
７
月
２４
日

地
方
行
政
委
員
会

�
正
副
委
員
長
会
議
（
正
午
、

全
国
都
市
会
館
）・
委
員
会

（
午
後
２
時
、
同
）

７月５日現在の市数
８０５市

うち
指定都市 １７市
中核市 ３５市
特例市 ４４市
一般市 ６８６市
特別区 ２３区

行

事

予

定

平成１８年度 市議会議員共済会決算（要旨）
（平成１９年３月３１日現在）

給付経理（給付に要する費用） （単位：千円）
１ 収支の状況

（１）収入総額 ３４，７７７，７４２
（主な収入の内訳）
ア 給付費負担金 １３，２２９，０９７
イ 掛金 １６，３７８，８９５
ウ 特別掛金 ２，４９２，２５８
エ 移換金 １，２４７，６６２
オ 利息及び配当金 １，０８８，０８７

（２）支出総額 ５８，７６４，１２９
（主な支出の内訳）
ア 退職年金 ３９，９７９，５５２
イ 退職一時金 ２，５５７，７１９
ウ 遺族年金 １０，３４２，３５３
エ 遺族一時金 １２１，１０６
オ 財政調整拠出金 ５，３１７，０００

（３）収支損益額（（１）－（２）） △２３，９８６，３８７
平成１８年度は収入総額より支出総額の方が
上回ったため２３９億８，６３８万７千円の当期損失
金となった。このため、前年度の給付積立金
８８２億４，７７９万７千円を取り崩して平成１８年度
の給付に要する費用の不足金に補てんした。
これにより平成１９年度に繰り越した給付積立
金は６４２億６，１４１万円となった。

２ 主な資産の内訳
（１）預金 ９，６０１，３０３
（２）投資有価証券 １７，３２９，７６８
（３）有価証券信託 １１，７７７，３００
（４）生命保険 ２５，９２５，３２５

業務経理（事務に要する費用） （単位：千円）

１ 収支の状況
（１）収入総額 ３４８，８４９
（収入の内訳）
ア 事務負担金 ３４８，６８８
議員一人当たり１３，０００円×議員定数

イ 利息及び配当金 １６１
（２）支出総額 ２６３，５４８
（支出の内訳）
ア 役員報酬及び職員給与 ９４，８７０
イ 旅費及び事務費 ４６，５４７
ウ その他 １２２，１３１

（３）収支損益額（（１）－（２）） ８５，３０１
平成１８年度は収入総額の方が支出総額より
上回ったため８，５３０万１千円の当期利益金とな
った。このため、前年度の剰余金８，３１１万８千
円に当期利益金を上乗せした。これにより平
成１９年度に繰り越した剰余金は１億６，８４１万９
千円となった。

１１８８年年度度会会計計決決算算をを認認定定
議員共済会が代議員会開く

第１６５６・５７号 平成１９年７月５日 （８）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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